
                         入  札  説  明  書 

 

　飯能市広告付き行政情報モニター設置事業に係る一般競争入札の公告に基づく入

札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

 

１　公告日　　令和８年１月３０日 

２　事業の概要 

（１）事業名　　　飯能市広告付き行政情報モニター設置事業 

（２）事業場所    飯能市役所（飯能市大字双柳１番地の１）ほか 

（３）事業内容　　事業者は、飯能市財産規則（昭和３９年規則第１６号）による行

政財産の使用の許可により飯能市役所本庁舎等にモニターを設

置し、画面及び音声により、行政情報及び広告映像を放映する。

また、飯能市に飯能市行政財産の使用料に関する条例（平成１７

年条例第４６号）に基づく使用料並びに電気料及び広告料を納入

する。 

（４）事業期間　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし当

初の条件を変更しないことを条件として、令和９年４月１日から

１年を単位として令和１３年３月３１日まで更新することがで

きる。 

（５）入札手続　　入札書等を郵送又は持参による提出により行う。入札参加者は、

契約実務要覧等熟読の上、入札すること。 

 

３　入札参加資格 

　本募集に参加することができる者は、次の要件をすべて満たす者に限る。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者 

（２）飯能市暴力団排除条例（平成２４年条例第２１号）第２条第２号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）を役員とする者及び同条第１号に規定す

る暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 

（３）平成２９年４月以降に官公庁において本事業と同様の実績があること。 

 



４　一般競争入札参加申込書の提出 

　　入札参加資格を満たし、入札への参加を希望する場合、期限までに一般競争入札

参加申込書を提出すること。 

（１）申し込み期限　令和８年２月１０日（火）まで（必着） 

（２）提出方法　書留による郵送又は持参すること。 

（３）申込書提出場所　〒３５７－８５０１　飯能市大字双柳１－１ 

飯能市広報情報課 

（４）その他　平成２９年４月以降の官公庁における同様の業務実績を証明する書類

（契約書等の写し）を添付すること。 

　 

５　入札方法等 

（１）入札執行等の日時 

　　①　入札書提出期間　　令和８年２月２０日（金）まで（必着） 

　　②　開札日時　　令和８年２月２４日（火） 

（２）入札書は、入札書提出期間に書留により郵送又は持参により飯能市広報情報課

（〒３５７－８５０１　飯能市大字双柳１－１）へ提出すること。 

（３）入札は予定価格に達しなかった場合に３回まで行う。 

（４）入札額は、当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金

額とするので、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入

札書に記載すること。入札金額には、飯能市行政財産の使用料に関する条例に基

づく使用料及び電気料金は含まない。 

（５）落札者は、飯能市が定める予定価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した

者とする。 

 

６　入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金は、免除とする。 

（２）契約保証金は、免除とする。 

 

７　入札の無効 

    次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 



（１）入札に参加する資格のない者がした入札 

（２）入札者の記名・押印のない入札書による入札 

（３）記入すべき事項の記入がない入札書又は記入した事項の判読ができない入札書

による入札 

（４）入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は納付した入

札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札 

（５）金額を訂正した入札書による入札 

（６）記載事項（金額を除く。）の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂

正印のない入札書による入札 

（７）代理人で委任状を提出しない者がした入札 

（８）同一入札について入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その全

部の入札 

（９）同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方

の入札 

（10）明らかに連合によると認められる入札 

（11）その他入札の条件に違反した入札 

 

８　契約条項の閲覧場所 

    　飯能市ホームページ（https://www.city.hanno.lg.jp/） 

 

９　その他 

問い合わせは、入札・契約・業務内容については担当課へお願いします。 

質問の受付はファクス又はメールにより令和８年２月１６日（月）正午までと

し、原則として２月１７日（火）までに回答します。 

 

１０　担当課　　飯能市広報情報課情報発信担当 

                ＴＥＬ ０４２―９７３―２１１１　内線３５２ 
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　　　　　　　　Ｅメール　koho@city.hanno.lg.jp


